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都道府県内における位置関係の図面 

＊出典：Google 社「Google マップ」 
本学の位置を示すため、本学にて地図上に大学名を記入した。 
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最寄駅からの距離、交通機関及び所要時間が分かる図面 
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奈 良 大 学 学 則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 本学は、学校教育法及び教育基本法の規定するところに従い、広く知識を授けるとともに深く

専門の学芸を教授研究し、社会の進展に貢献する知的道徳的に正しきに強き国家有為の人材を育成す

ることを目的とする。 

（自己点検・評価及び認証評価制度） 

第１条の２ 本学は、教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研

究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。 

2 前項の点検及び評価に関する規程は別に定める。 

3 本学は、第１項の点検及び評価の結果について、政令で定める期間ごとに文部科学大臣の認証を受

けた評価機関による評価を受けるものとする。 

4 本学は、点検・評価及び認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行い、

その水準の向上を図る。 

（情報の公表） 

第１条の３ 本学は、教育研究活動等の状況について、適切な体制を整えたうえで、刊行物への掲載、

インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって、公表するものとする。

（学部）

第２条  本学に文学部、社会学部及び通信教育部を置く。 

2  通信教育部に関する規程は、別に定める。 

（学科） 

第３条 文学部及び社会学部には、次の学科を置く。 

(1) 文 学 部 国文学科・史学科・地理学科・文化財学科

(2) 社会学部 心理学科・総合社会学科

（大学院）

第３条の２ 本学に大学院を置く。 

2 大学院の学則は、別に定める。 

 （教育研究上の目的） 

第３条の３ 文学部及び社会学部に置く学科の教育研究上の目的を、次のとおり定める。 

学部名 学科名 教 育 研 究 上 の 目 的 

文学部 

国文学科 

 古代から近現代に至る国文学・日本語を柱に、我が国固有の伝統芸能、さ

らには多様な現代文化について、基本的な知識を身につけることによってよ

り幅広い視野を養い、それらの学習を通じて問題探求能力・洞察力を育成し、

自ら考えて自らの言葉で語りかつ主体的に行動することが出来る人材の育

成をめざす。 

史 学 科 

 古代以来、歴史や文化の舞台となった奈良・大和の地に蓄積された豊富な

素材を世界史的観点から探求することを教育目標にする。歴史学を構成する

日本史・東洋史・西洋史の各分野について、基礎的な知識と専門的研究方法

を学ぶとともに、より広い視野からの学習能力をもつ人材の育成をめざす。 

地理学科 

 地表空間上の自然現象や人文現象、さらにはそれらの相互関係に関する基

本的な原理を学ぶとともに、新しい時代の要請をふまえ、自然・環境、都市・

農村、歴史・観光、地理情報などに関する地理学的な諸問題を探求すること

により、実社会での問題解決に貢献できる人材の育成をめざす。 
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文化財学科 

 日本古代国家の中心であり、歴史遺産に恵まれた古都奈良を拠点とし、日

本から世界へと広く視野を広げながら歴史や文化を学ぶ学生を養成する。具

体的には、考古学・美術史・史料学・博物館学・保存科学・世界遺産学を総

合した「文化財学」を習得するとともに、文化財の保護・活用に積極的に取

り組む人材の育成をめざす。 

社会学部 

心理学科 

 現代の社会・文化・自然環境と人間との相互交流を基本的視座において、

人間の心理・行動の解明をめざすとともに、現代社会に生きる個々人を理解

することを目的としている。社会心理学、臨床心理学を中心とした研究・教

育を展開・充実させ、心理学の基礎に立脚して実践的に問題解決ができる人

材の育成をめざす。 

総合社会学科 

 情報学、社会統計学の分野の基礎を踏まえ、社会学、文化人類学、経済学・

経営学の分野への理解も深めながら、社会調査の研究・教育を学際的に行う

ことを目標としている。とくに実習と演習を重視した実践的な教育を行い、

現代の社会を的確に把握し、より良く生きるための確かな知識と行動力と倫

理を備えた人材の育成をめざす。 
 
（卒業認定・学位授与等の方針） 

第３条の４ 本学は、前条の目的を踏まえて、学部及び学科において、次の各号に掲げる方針を定め、

公表するものとする。なお、第２号の方針を定めるに当たっては、第１号の方針との一貫性の確保に

特に意を用いるものとする。 

(1) 卒業認定・学位授与の方針 

(2) 教育課程編成・実施の方針 

(3) 入学者受入れに関する方針 

（修業年限） 

第４条 本学の修業年限は、４年とする。ただし、８年を超えて在学することはできない。 

（収容定員）  

第５条 本学の収容定員は、次のとおりとする。 

 

学部及び学科名 入学定員 収容定員 

文 

  

学 

  

部 

国 文 学 科             

史 学 科             

地 理 学 科             

文 化財 学科             

    75人 

   135人 

    75人 

   100人 

   300人 

   540人 

   300人 

   400人 

計 385人 1,540人 

社 

会 

学 

部 

心 理 学 科 

総合社会学科 

    80人 

    75人 

   320人 

   300人 
 
計 

 
   155人 

 
   620人 

 

第２章   学年・学期及び休業日 

 

（学年） 

第６条 学年は、４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。 

（学期） 

第７条 学年を次の２学期とする。 

前 期  ４月１日から９月30日まで 

後 期  10月１日から翌年３月31日まで 

（休業日） 

第８条  休業日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日 
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(2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(3) 法人創立記念日（４月28日） 

(4) 春期休業日（３月21日から４月10日まで） 

(5) 夏期休業日（７月11日から９月10日まで） 

(6) 冬期休業日（12月25日から翌年１月10日まで） 

特に必要と認めたときは、学長は前各号の期日を変更し、また臨時に休業し、若しくは休業日

に授業を行わせることができる。 

 

第３章 授業科目・教育課程・履修方法及び単位算定の基準 

 

（教育課程の編成） 

第９条 本学は、第３条の４第１号及び第２号により定める方針に基づき、必要な授業科目を開設

し、体系的に教育課程を編成する。 

2 教育課程の編成に当たっては、学部及び学科の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅

広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮する。 

（授業科目及び単位数） 

第10条 各授業科目及び単位数は別表１のとおりとする。 

（授業期間） 

第11条 １年間の授業を行う期間は35週にわたることを原則とする。 

（授業の方法） 

第12条 授業は、講義、演習、講読、実験、実習及び実技等によって行うものとする。 

2  前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、 当

該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。  

（単位の計算方法） 

第13条 各授業科目の単位計算方法は、１単位あたり45時間の学修を必要とする内容をもって構成する

こととし、授業の方法に応じ、次の基準によるものとする。 

(1) 講義、演習及び講読については、15時間の授業をもって１単位とする。 

(2) 外国語については、30時間の授業をもって１単位とする。 

(3) 実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって１単位とする。 

2  前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、学修の成果を評価して単

位を授与することが適当と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して単位数を定める。 

（履修の方法） 

第14条 この章に定めるものの外、履修方法及び単位の算定については、別に定める履修規則によるも

のとする。 

 

第４章 単位の認定、卒業の要件及び学位 

 

（単位の認定） 

第15条 単位の認定は、試験その他本学が定める適切な方法により学修の成果を評価して認定する。

試験は、学期末又は学年末にその履修した科目について筆記・口述・論文等の方法によって行う。 

2  本学における授業科目及び卒業論文又は卒業研究の評価は、100点満点とし、60点以上を合格とす

る。 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第15条の２ 本学は、教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、学生が他

の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、30単位を超えない範囲で教

授会の議を経て、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

2  前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。 

（用語の意義） 

第15条の３ この学則において「教授会の議を経て」とは、教授会における審議を経ることをいい、教

授会による決定を含まないものとする。 

（大学以外の教育施設等における学修） 
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第15条の４ 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科にお

ける学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、教授会の議を経て、本学における授業科目の履修

とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。 

2  前項により与えることができる単位数は、第15条の2第１項により本学において修得したものとみ

なす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第15条の５ 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入る前に大学又は短期大学において履

修した授業科目について修得した単位（第46条の規定により修得した単位及び他の大学又は短期大学

において同条の規定に準じた規定により修得した単位を含む。）を、本学に入学した後の本学におけ

る授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

2  本学は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入る前に行った前条第１項に規定する学修を、

本学における学修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。 

3  前２項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転入学等の場合

を除き、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて30単位を超えないものとする。 

（最低修得単位） 

第16条  本学を卒業するためには、最低次の単位を修得しなければならない。 

全学部全学科 

科    目 単    位    数 

基幹科目 88単位以上 

外国語科目 8単位以上 

健康・スポーツ科目 2単位以上 

情報科目 4単位以上 

キャリア科目 2単位以上 

指定する他学部・他学科科目 

他大学単位互換科目 

卒業最低修得単位合計 124単位 

               

（卒業及び学位） 

第17条 本学に４年以上在学し、かつ各学部所定の単位を修得し、教授会の議を経て、学長が認定した

者は、卒業とし、卒業証書を授与する。 

2  本学を卒業した者に対しては、次の区分に従い、学士の学位を授与する。 

文 学 部  学士（文 学） 

社会学部  学士（社会学） 

 

第５章  教員免許状 

 

（教育職員資格の取得） 

第18条 教員の免許状を得ようとする者は、教育職員免許法及び同法施行規則に規定する科目及び単位

を修得しなければならない。 

2  前項に関する科目及び単位は別表１のとおりとし、履修方法については別に定める。 

3  本学において取得できる免許状は、次のとおりである。 

文学部 国文学科  中学校教諭一種免許状 国  語 

  高等学校教諭一種免許状 国  語 

 史 学 科 中学校教諭一種免許状 社  会 

  高等学校教諭一種免許状 地理歴史 

 地理学科  中学校教諭一種免許状 社  会 

  

 

高等学校教諭一種免許状 地理歴史 

 文化財学科 中学校教諭一種免許状 社  会 

  高等学校教諭一種免許状 地理歴史 

社会学部 総合社会学科 中学校教諭一種免許状 社  会 
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  高等学校教諭一種免許状 公  民 

 

第６章 博物館学芸員・司書及び学校図書館司書教諭資格 

 

（博物館学芸員資格の取得） 

第19条 博物館学芸員の資格を得ようとする者は、博物館法及び同法施行規則に規定する科目及び単位

を修得しなければならない。 

2  前項に関する科目及び単位は別表１のとおりとし、履修方法については別に定める。 

3  本学において資格を取得するには、原則として文学部史学科又は文化財学科に在籍しなければなら

ない。 

（司書資格の取得） 

第19条の2 司書の資格を得ようとする者は、図書館法及び同法施行規則に規定する科目及び単位を修

得しなければならない。 

2  前項に関する科目及び単位は別表１のとおりとし、履修方法については別に定める。 

(学校図書館司書教諭資格の取得) 

第19条の3 学校図書館司書教諭の資格を得ようとする者は、第18条に定める科目を履修するほか、学

校図書館法に規定する科目及び単位を修得しなければならない。 

2  前項に関する科目及び単位は別表１のとおりとし、履修方法については別に定める。 

 

第７章  入学・編入学・転入学・再入学・転学・休学・復学・留学・退学・除籍及び復籍 

 

（入学の時期） 

第20条 入学の時期は、学年始めとする。 

（入学資格） 

第21条 本学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程により、これに相当す

る学校教育を修了した者を含む。） 

(3) 学校教育法施行規則第150条の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等

以上の学力があると認められる者 

（入学願） 

第22条 本学に入学を志願する者は、所定の期日までに入学願書の提出その他必要な手続をしなければ

ならない。 

（入学試験） 

第23条 入学志願者に対しては、第３条の４第３号により定める方針に基づき、選抜試験を行う。選

抜試験は高等学校卒業程度とする。 

（合格通知） 

第24条 選抜試験に合格した者（以下「合格者」という。）に対しては、合格通知書を送付する。 

（入学手続） 

第25条 合格者は、本学の定めるところにより、その期限までに、入学金もしくは入学申込金および学

費を納入し、ならびに必要書類を提出して、これらの入学手続を完了しなければならない。 

2  前項の入学手続をその期限までに完了した者に入学を許可する。 

（保証人） 

第26条 合格者は、保証人を定め、本学所定の誓約書を所定の期日までに提出しなければならない。 

2  保証人は、父母又はこれに代わる近親者とし、独立の生計を営み、公民権を持つ者又は本学が

適当と認める者に限る。 

3  保証人は、その学生にかかわる在学中の一切の事項につき、本人と連帯してその履行の責に任じな

ければならない。 

4  保証人を変更しようとするときは、新旧保証人の連署をもって届け出るものとし、また保証人に住

所、姓名等の変更があったとき、若しくは保証人としての資格を失ったときは、その旨を直ちに届け

出なければならない。 
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（転入学・編入学・再入学） 

第27条 次に掲げる者は、欠員のある場合に限り選考の上、相当学年に入学を許可することがある。 

(1) 本学の一学部を卒えた者で、同一学部の他の学科又は他の学部に入学を志願する者(転入学) 

(2) 次のいずれかに該当する者で、本学に入学を志願する者（編入学） 

ア 他の大学を卒業した者  

イ 短期大学を卒業した者又は高等専門学校を修了した者 

ウ 外国において学校教育における14年の課程を修了した者 

エ 大学に所定の期間在学し、所定の単位を修得した者  

オ 専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者（第21条に

規定する大学入学資格を有する者に限る。）  

カ 高等学校等の専攻科のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者（第21条に 

規定する大学入学資格を有する者に限る。） 

(3) 他の大学から転学を志願する者（編入学） 

(4) 本学を第34条の規定によって退学した者で、退学後２年以内に同一学科に再入学を志願する者

（再入学） 

（単位の認定） 

第28条 前条の規定により入学を許可された者の本学入学前の履修科目及びその単位については、その

一部又は全部を本学における授業科目及び単位数として認定又は換算することができる。ただし、認

定方法については別に定める。 

（転学部・転学科） 

第29条  本学に在学する者で、転学部又は転学科を願い出る者は、特別の事情があるときに限り、選考

の上で許可することがある。ただし、転学部又は転学科の時期は、学年始めとする。 

（転出学） 

第30条  本学に在学する者で他の大学へ転学を志望する者は、学長に願い出てその許可を受けなければ

ならない。 

（休学） 

第31条  病気その他やむを得ない事情により、引き続き３か月以上修学することのできない者は、保証

人連署の上、その学年間休学を願い出なければならない。ただし、病気の場合は、医師の診断書を添

えなければならない。 

（休学の期間） 

第32条  休学の期間は、１年を超えることができない。ただし、特別の理由があるときは、許可を得て

更に１年以内に限って休学を願い出ることができる。 

2  休学期間は、通算して２年を超えることができない。 

3  休学期間は、第４条の在学期間に算入しない。 

（復学） 

第33条 休学の理由がなくなったときは、保証人連署の上、復学を願い出て許可を受けなければならな

い。 

（留学） 

第33条の２ 本学の学生が、外国の大学又は短期大学に留学を志望する場合は、学長の許可を得て授業

科目を履修することができる。 

2  前項の授業科目を履修した期間は、第17条に規定する在学年限に含まれるものとする。 

3  留学に関するその他の規定は、別に定める。 

（退学） 

第34条 退学しようとする者は、その理由を詳記し、保証人連署の上、願い出なければならない。 

2  病気による退学の場合は、医師の診断書を添えなければならない。 

（除籍） 

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、除籍とする。 

(1) 第４条に定める在学年限を超える者 

(2) 学費を正当な理由なく指定の期日に納入しない者 

（復籍） 

第35条の2 学費の滞納により除籍された者で、復籍を希望する者は正規の手続を経て許可を受けなけ
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ればならない。ただし、この場合除籍後１年以内の者で、教授会の議を経て、学長が承認した者とす

る。 

 

第８章  入学検定料、入学金、入学申込金及び学費 

 

（入学検定料） 

第36条  本学に入学を志願する者は、入学願書に添えて、所定の入学検定料を納入しなければならない。

なお、入学検定料については、奈良大学入学検定料規則に定める。 

（入学金、入学申込金） 

第37条 合格者は、本学の定めた期日までに入学金10万円を納入しなければならない。ただし、別に定

める規則により、一定の要件に該当した者については免除することができる。 

2  本学の定めた第25条の入学手続が、第１次手続及び第２次手続に分かれているときは、第１次手続

において入学申込金10万円を納入するものとし、第２次手続を完了した時点でこれを入学金として取

り扱う。 

（学費） 

第38条 学費の納入は別表２のとおりとする。 

（納付金の返還） 

第39条 既納の入学検定料、入学金及び入学申込金は、別に定める場合を除き返還しない。 

2  入学手続完了者の既納の学費は、別に定める場合を除き返還しない。 

3  在学生の既納の学費は、別に定める場合を除き返還しない。 

（学費の延納） 

第40条 やむを得ない事由によって学費を延納しなければならないときは、直ちにその旨を願い出て許

可を得なければならない。 

（休学中の学費） 

第41条 第31条による休学者の休学中の学費については、在籍料として施設設備費の半額相当額とし、

授業料並びに施設設備費及び実験実習費は徴収しない。 

 

第９章 賞罰 

 

（表彰） 

第42条 本学の学生で、よくその本分を全うし、他の模範とするに足りる者のあるときは、教授会の議

を経て、学長がこれを表彰することができる。 

（懲戒） 

第43条 本学の学生で、本学が定める学則、その他諸規則に違反し、又は学生としての本分に反する行

為を行った者があるときは、教授会の議を経て、学長が懲戒する。 

懲戒は、譴責・停学及び退学とする。 

（退学処分） 

第44条 前条の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者 

(3) 正当な理由がなく出席常でない者 

(4) 大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

 

第１０章 聴講生・科目等履修生・委託生及び外国人留学生 

 

（聴講生） 

第45条 本学の授業科目について聴講を希望する者があるときは、聴講生として許可することがある。 

（科目等履修生） 

第46条 本学の授業科目についてこれを履修し、単位の修得を希望する者があるときは、科目等履修生

として許可することがある。 

2  科目等履修生がその履修した授業科目について、試験を受け合格した場合は単位を与える。 
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（委託生） 

第47条 公共団体又は民間団体より推薦により、入学を希望する者があるときは、委託生として入学を

許可することがある。 

（外国人留学生） 

第48条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者には、選

考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。 

（細則） 

第49条 本章の細則は、別に定める。 

 

第１１章 職員組織 

 

（職員） 

第50条 本学に次の職員を置く。 

学長・教授・准教授・講師・助教・助手及び補助職員・事務職員・技術職員及びその他の職員 

（教育研究実施組織等） 

第50条の２ 本学は、教育研究上の目的を達成するため、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究

実施組織を編制するものとする。 

2 本学は、教育研究実施組織を編制するに当たっては、本学の教育研究活動等の運営が組織的かつ効

果的に行われるよう、教員及び事務職員等相互の適切な役割分担の下での協働や組織的な連携体制を

確保しつつ、教育研究に係る責任の所在を明確にするものとする。 

3 本学は、学生に対し、課外活動、修学、進路選択及び心身の健康に関する指導及び援助等の厚生補

導を組織的に行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。 

4 本学は、教育研究実施組織及び前項の組織の円滑かつ効果的な業務の遂行のための支援、大学運営

に係る企画立案、本学以外の者との連携、人事、総務、財務、広報、情報システム並びに施設及び設

備の整備その他の大学運営に必要な業務を行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制す

るものとする。 

5 本学は、教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図る

ために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、大学内の組織間

の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。 

（教授会） 

第51条 本学に教授会を置く。教授会は学長・教授をもって組織する。ただし、必要に応じて准教授そ

の他の職員を加えることができる。 

（教授会の任務） 

第52条 教授会は、次に掲げる事項について審議し、学長に対して意見を述べるものとする。 

(1)学生の入学、卒業及び課程の修了 

(2)学位の授与 

(3)前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要な

ものとして学長が定めるもの 

2 教授会は、教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることがで

きる。 

（用語の意義） 

第52条の２ この学則において「審議」とは、議論・検討することをいい、決定権を含まないものとす

る。 

（細則） 

第53条 教授会に関する規則は、別に定める。 

 

第１２章 附属施設 

 

（附属施設） 

第54条 本学に図書館・博物館・総合研究所・情報処理センター及び臨床心理センターを置く。 

2  図書館・博物館・総合研究所・情報処理センター及び臨床心理センターに関する規則は、別に定め
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る。 

（医務室） 

第55条 本学に医務室を設けて職員、学生等の健康相談に応じ、保健医療に当たる。 

 

附 則 

この学則は、昭和44年４月１日から施行する。 
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〔別表２〕（学則第38条関係） 

文学部 国文学科、史学科 

学     費 納  入  時  期 

区分 授 業 料 施設設備費 計 1 新入学者･･･前期分又は前・後期一括分は、

所定の入学手続時（入学手続が第１次及び

第２次に分かれているときは第２次手続

時）まで。後期分は10月31日まで。 

2 在学生･･･前期分又は前・後期一括分は４月

30日まで。後期分は10月31日まで。 

前期 410,000 円 100,000 円 510,000 円 

後期 410,000 円 100,000 円 510,000 円 

文学部 地理学科、文化財学科 

学     費 納  入  時  期 

区分 授 業 料 施設設備費 実験実習費 計 1 新入学者･･･前期分又は前・後期一括分

は、所定の入学手続時（入学手続が第１

次及び第２次に分かれているときは第２

次手続時）まで。後期分は10月31日まで。 

2 在学生･･･前期分又は前・後期一括分は４

月30日まで。後期分は10月31日まで。 

前期 410,000 円 100,000 円 30,000 円 540,000 円 

後期 410,000 円 100,000 円 － 510,000 円 

社会学部 心理学科、総合社会学科 

学     費 納  入  時  期 

区分 授 業 料 施設設備費 実験実習費 計 1 新入学者･･･前期分又は前・後期一括分

は、所定の入学手続時（入学手続が第１

次及び第２次に分かれているときは第２

次手続時）まで。後期分は10月31日まで。 

2 在学生･･･前期分又は前・後期一括分は４

月30日まで。後期分は10月31日まで。 

前期 410,000 円 100,000 円 30,000 円 540,000 円 

後期 410,000 円 100,000 円 － 510,000 円 

2 平成23年度以前に入学した者の学費は、第１項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

 学     費 

区  分 授 業 料 施設設備費 ※実験実習費 計 

前 期 375,000 円 100,000 円 30,000 円 505,000 円 

後 期 375,000 円 100,000 円 － 475,000 円 

※実験実習費については、地理学科、文化財学科、社会学部の学生を対象とする。 

3 平成16年度以前に入学した者の学費は、第１項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

 学     費 

区  分 授 業 料 施設設備費 ※実験実習費 計 

前 期 300,000 円 125,000 円 30,000 円 455,000 円 

後 期 300,000 円 125,000 円 － 425,000 円 

※実験実習費については、地理学科、文化財学科、社会学部の学生を対象とする。 

4 ４年次を超えて在学する者については、実験実習費を徴収しない。 

 

附 則  

この学則は、昭和45年４月１日から施行する。  

附 則 

この学則は、昭和47年４月１日から施行する。  

附 則 

この学則は、昭和48年４月１日から施行する。  

附 則 

1 この学則は、昭和48年12月10日から施行する。 

2 昭和48年度以前の入学者の授業料については、第37条にかかわらず改正前の金額とする。 
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附 則 

この学則は、昭和49年４月１日から施行する。 

附 則 

1 この学則は、昭和50年４月１日から施行する。 

2 昭和49年度以前の入学者の授業料については、第37条にかかわらず改正前の金額とする。 

附 則 

この学則は、昭和51年４月１日から施行する。 

附 則 

1 この学則は、昭和51年11月11日から施行する。 

2 昭和51年度以前の入学者の授業料については、第37条にかかわらず改正前の金額とする。 

附 則 

この学則は、昭和52年３月20日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和52年４月１日から施行する。 

附 則 

1 この学則は、昭和53年８月５日から施行する。 

2 昭和54年度以前の入学者の授業料については、第37条にかかわらず改正前の金額とする。 

附 則 

この学則は、昭和54年11月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和55年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和56年10月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和57年10月１日から施行する。 

附 則 

1 この学則は、昭和58年４月１日から施行する。 

2   昭和58年度以降昭和60年度までの間の学生収容定員については、第５条の規定にかかわらず、

次のとおりとする。 

年度 国文学科 史 学 科 地理学科 

５８ ３００ ３００ ３００ 

５９ ３２０ ３２０ ３２０ 

６０ ３４０ ３４０ ３４０ 

附 則 

この学則は、昭和58年４月16日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和58年９月28日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和59年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和59年９月27日から改正し、昭和60年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和61年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和61年12月８日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和63年４月１日から施行する。 

附 則 

1   この学則は、平成２年４月１日から施行する。 

2   平成２年４月１日前に本学に在学する者の教育職員免許状の授与等については、なお、従前の

例による。 
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3   改正後の別表２の規定は、平成２年度分の学費から適用する。 

附 則 

この学則は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則 

1   この学則は、平成２年５月24日から施行し、平成２年度入学生から適用する。 

2   平成２年４月１日前に本学に在学する者の教育職員免許状の授与等については、なお、従前の

例による。 

附 則 

1   この学則は、平成３年４月１日から施行する。 

2   平成３年度以降平成11年度までの間における文学部の入学定員については、第５条の規定にか

かわらず、次のとおりとする。 

学部・学科 入学定員 

文 

学 

部 

国 文 学 科           

史 学 科 

地 理 学 科           

文化財学科 

１３０ 人 

１３０ 

１３０ 

８０ 

計 ４７０ 

附 則 

この学則は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成３年９月20日から施行する。 

附 則 

1   この学則は、平成４年４月１日から施行する。 

2   平成４年度以降平成１１年度までの間における社会学部の入学定員については､第５条の規定

にかかわらず、次のとおりとする。 

学部・学科 入学定員 

社 

会 

学 

部 

社 会 学 科             

産業社会学科 

    １２０ 人 

    １２０ 人 

計     ２４０ 人 

附 則 

1   この学則は、平成５年４月１日から施行する。 

2   教育職員免許状にかかる改正規定については、平成２年度入学生から適用する。 

3   平成２年４月１日前に本学に在学する者の教育職員免許状の授与等については、なお、従前の

例による。 

附 則 

1   この学則は、平成５年10月１日から施行する。 

2   改正後の学費は、平成６年度分の学費から適用し、平成５年度分の学費については、改正前の

金額とする。 

附 則 

1   この学則は、平成７年４月１日から施行する。 

2   平成６年度以前の在学生にかかる授業科目の名称、区分及び単位（最低修得単位を含む。）関

係の適用については、改正後の第９条、第10条（別表１）、第13条及び第16条の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 

3   前項に規定する学生にかかる経過措置については、別に定める。 

附 則 

1   この学則は、平成８年４月１日から施行する。 

2   改正後の学費は、平成９年度分の学費から適用する。 

附 則 

この学則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則 

－学則－47－



 

この学則は、平成９年12月19日から施行し、平成10年度の入学試験合格者から適用する。 

附 則 

1   この学則は、平成10年４月１日から施行する。 

2   改正後の「〔別表１〕（第10条関係）１ 教養科目」の規定は、平成７年度以後の入学者につ

いて適用し、平成６年度以前の入学者については、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成11年３月24日から施行し、平成11年度にかかる入学試験から適用する。 

附 則 

1   この学則は、平成11年４月１日から施行する。 

（社会学部 社会学科、産業社会学科の存続に関する経過措置） 

(1) 社会学部 社会学科、産業社会学科は、この学則による改正後の第３条の規定にかかわらず、

平成11年３月31日に当該学部学科に在学する者が、当該学部学科に在学しなくなる日までの間存

続するものとする。 

(2) 平成11年３月31日に在学する者については、この学則による改正後の規定にかかわらず、なお、

従前の例による。 

2   平成11年度社会学部の入学定員については、この学則による改正後の、第５条の規定にかかわ

らず、次のとおりとする。 

学 部 ・ 学 科 入 学 定 員 

社 

会 

学 

部 

 人間関係学科             

 現代社会学科 

   １２０ 人 

   １２０ 人 

計 ２４０ 人 

附 則 

1   この学則は、平成11年４月１日から施行する。 

2   平成10年度以前の在学者については、別に定めるもののほか、従前の例による。 

附 則 

1   この学則は、平成11年７月28日から施行する。 

2   平成12年度以降平成15年度までの間における本学の入学定員については、第５条の規定にかか

わらず次のとおりとする。 

学部 ・ 学科 
入   学   定   員 

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

文 

 

学 

 

部 

国 文 学 科             

史 学 科             

地 理 学 科             

文 化財 学科             

   122 人 

   128 人 

   124 人 

    80 人 

   114 人 

   126 人 

   118 人 

    80 人 

   106 人 

   124 人 

   112 人 

    80 人 

    98 人 

   122 人 

   106 人 

    80 人 

計    454 人    438 人    422 人    406 人 

社 

会 

学 

部 

人間関係学科             

現代社会学科 

   117 人 

   117 人 

   114 人 

   114 人 

   111 人 

   111 人 

   108 人 

   108 人 

計    234 人    228 人    222 人    216 人 

附 則 

1   この学則は、平成12年４月１日から施行する。 

2   平成11年度以前の在学者については、別に定めるもののほか、従前の例による。 

附 則 

1   この学則は、平成13年４月１日から施行する。 

2   平成12年度以前の在学者については、別に定めるもののほか、従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成14年10月１日から施行する。 

－学則－48－



 

附 則 

この学則は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則 

1   この学則は、平成16年４月１日から施行する。 

2   平成16年度以降平成18年度までの間、文学部史学科及び文化財学科並びに社会学部現代社会学

科の学生収容定員については、第５条の規定にかかわらず次のとおりとする。 

年度 

文 学 部 社会学部 

史 学 科 文化財学科 現代社会学科 

１６ ４９７ ３３０ ４２３ 

１７ ４９６ ３４０ ３９９ 

１８ ４９７ ３５０ ３７８ 

3  平成15年度以前の在学者については、別に定めるもののほか、従前の例による。 

4   教育職員免許状にかかる改正規定については、平成16年度入学生から適用する。 

5   改正後の「（司書資格の取得）第19条の2及び別表１  5司書に関する科目」の規定は、平成 

14年度以後の入学者について適用する。 

6   改正後の学費は、平成17年度分の学費から適用する。 

附 則 

この学則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則 

1   この学則は、平成19年４月1日から施行する。 

（社会学部 人間関係学科の存続に関する経過措置） 

(1) 社会学部 人間関係学科は、この学則による改正後の第3条の規定にかかわらず、平成19年３

月31日に当該学部学科に在学する者が、当該学部学科に在学しなくなる日までの間存続するもの

とする。  

(2) 平成19年３月31日に在学する者については、この学則による改正後の規定にかかわらず、なお、

従前の例による。 

2   平成19年度以降平成21年度までの間、文学部史学科、地理学科、文化財学科及び社会学部心理

学科、人間関係学科の学生収容定員については、第5条の規定にかかわらず次のとおりとする。 

年度 
文学部 社会学部 

史学科 地理学科 文化財学科 心理学科 人間関係学科 

19 510人 395人 370人 90人 315人 

20 520人 390人 380人 180人 210人 

21 530人 385人 390人 270人 105人 

附 則 

この学則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成19年10月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

  この学則は、平成21年４月１日から施行する。 

附  則 

1   この学則は、平成22年４月１日から施行する。 

（社会学部 現代社会学科の存続に関する経過措置） 

(1) 社会学部 現代社会学科は、この学則による改正後の第3条の規定にかかわらず、平成22年3月

31日に当該学部学科に在学する者が、当該学部学科に在学しなくなる日までの間存続するものと

する。 

－学則－49－



 

(2) 平成22年3月31日に在学する者については、この学則による改正後の規定にかかわらず、なお、

従前の例による。 

2   平成22年度以降平成24年度までの間、社会学部社会調査学科の学生収容定員については、第5

条の規定にかかわらず次のとおりとする。 

 

 

  

 

 

 

附 則 

1   この学則は、平成22年４月１日から施行する。 

2   平成21年度以前の在学者については、別に定めるもののほか、従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則 

1 この学則は、平成23年４月１日から施行する。 

2   キャリア教育にかかる改正規定は、平成22年度以前の在学者については、別に定めるもののほ

か、従前の例による。 

3   教育職員免許状にかかる改正規定は、平成22年度以前の在学者については、従前の例による。 

4   改正後の学費は、平成24年度分の学費から適用する。 

附 則 

この学則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則 

1   この学則は、平成24年４月１日から施行する。 

2   平成23年度以前の在学者については、別に定めるもののほか、従前の例による。 

附 則 

1 この学則は、平成25年４月１日から施行する。 

2 平成24年度以前の在学者については、別に定めるもののほか、従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則 

1   この学則は、平成26年４月１日から施行する。 

2   平成25年度以前の在学者については、別に定めるもののほか、従前の例による。 

附 則 

1   この学則は、平成27年４月１日から施行する。 

（社会学部 社会調査学科の存続に関する経過措置） 

(1) 社会学部 社会調査学科は、この学則による改正後の第3条の規定にかかわらず、平成27年3月

31日に当該学部学科に在学する者が、当該学部学科に在学しなくなる日までの間存続するものと

する。 

(2) 平成27年3月31日に在学する者については、この学則による改正後の規定にかかわらず、なお、

従前の例による。 

2   平成27年度以降平成29年度までの間、社会学部総合社会学科の学生収容定員については、第5

条の規定にかかわらず次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

年度 
社会学部 

社会調査学科 現代社会学科 

22 90人 270人 

23 180人 180人 

24 270人 90人 

年度 
社会学部 

総合社会学科 社会調査学科 

27 90人 270人 

28 180人 180人 

29 270人 90人 

－学則－50－



 

 

附 則 

この学則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成28年4月1日から施行する。 

 ２ 平成27年度以前の在学者については、従前の例による。ただし、〔別表1〕（第10条関係）の「海 

外研修」は、平成27年度以前の在学者にも適用する。 

附 則 

１ この学則は、平成30年４月１日から施行する。 

２ 平成29年度以前の在学者については、従前の例による。 

附  則 

１ この学則は、平成31年４月１日から施行する。 

２ 平成30年度以前の在学者については、別に定めるもののほか、従前の例による。 

３ 平成30年度以前の在学者及び平成31年度以降の編入学者については、本学が履修を認める必要が 

あると判断するときは、この学則の授業科目の履修を認めることができるものとする。 

附 則 

この学則は、令和２年５月22日から施行する。 

附 則 

この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 令和３年度以前の在学者については、別に定めるもののほか、従前の例による。 

附 則 

この学則は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 令和５年度以前の在学者及び令和７年度以前の編入学者については、別に定めるもののほか、従

前の例による。ただし、本学が履修を認める必要があると判断するときは、この学則の授業科目の

履修を認めることができる。 

附 則 

この学則は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 令和８年度以降令和10年度までの間、文学部国文学科、地理学科、及び社会学部心理学科、総合

社会学科の学生収容定員については、第５条の規定にかかわらず次のとおりとする。  

年度 
文学部 社会学部 

国文学科 地理学科 心理学科 総合社会学科 

8 345人 360人 350人 345人 

9 330人 340人 340人 330人 

10 315人 320人 330人 315人 

 

 

－学則－51－



奈良大学学則の一部改正について 
 

奈良大学学則の一部を次のように改正する。 

 

１．改正の事由 

入学定員及び収容定員の適正化をはかるため。 

 

２．改正の条項 

  （１）第５条を次のように改める。 

①表中、文学部国文学科の入学定員「90人」を「75人」、収容定員「360人」を「300人」

に改める。 

②表中、文学部地理学科の入学定員「95 人」を「75人」、収容定員「380人」を「300人」

に改める。 

③表中、文学部計の入学定員「420人」を「385人」、収容定員「1,680 人」を「1,540 

人」に改める。 

④表中、社会学部心理学科の入学定員「90 人」を「80 人」、収容定員「360 人」を「320

人」に改める。 

⑤表中、社会学部総合社会学科の入学定員「90人」を「75人」、収容定員「360人」を「300

人」に改める。 

⑥表中、社会学部計の入学定員「180 人」を「155 人」、収容定員「720 人」を「620 人」

に改める。 

（２）次の附則を加える。 

    附 則 

１ この学則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 令和８年度以降令和 10年度までの間、文学部国文学科、地理学科、及び社会学部心理 

学科、総合社会学科の学生収容定員については、第５条の規定にかかわらず次のとおり 

とする。  

年度  
文学部 社会学部 

国文学科 地理学科 心理学科 総合社会学科 

8 345 人 360 人 350 人 345 人 

9 330 人 340 人 340 人 330 人 

10 315 人 320 人 330 人 315 人 

 

奈良大学学則 新旧対照表 

新 旧 

 

第１条～第４条     略 

 

 （収容定員） 

第５条 本学の収容定員は、次のとおりとする。 

学部及び学科名 入学定員 収容定員 

文

学

部 

国 文 学 科 

史 学 科 

地 理 学 科 

文 化 財 学 科 

75人 

135人 

75人 

100人 

300人 

540人 

300人 

400人 

計 385人 1,540人 

社
会
学
部 

心 理 学 科 

総 合 社 会 学 科 

80人 

75人 

320人 

300人 

計 155人 620人 

 

第６条～第 55 条    略 

 

附 則      略  

 

第１条～第４条     略 

 

 （収容定員） 

第５条 本学の収容定員は、次のとおりとする。 

学部及び学科名 入学定員 収容定員 

文

学

部 

国 文 学 科 

史 学 科 

地 理 学 科 

文 化 財 学 科 

90人 

135人 

95人 

100人 

360人 

540人 

380人 

400人 

計 420人 1,680人 

社
会
学
部 

心 理 学 科 

総 合 社 会 学 科 

90人 

90人 

360人 

360人 

計 180人 720人 

 

第６条～第55条     略 

 

附 則       略  

－学則－52－



 

附 則 

１ この学則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 令和８年度以降令和 10 年度までの間、文学部

国文学科、地理学科、及び社会学部心理学科、

総合社会学科の学生収容定員については、第５

条の規定にかかわらず次のとおりとする。 

年度  
文学部 社会学部 

国文学科 地理学科 心理学科 総合社会学科 

8 345 人 360 人 350 人 345 人 

9 330 人 340 人 340 人 330 人 

10 315 人 320 人 330 人 315 人 
 

 

 

 

－学則－53－



学則の変更の趣旨等を記載した書類 

ア 学則変更（収容定員変更）の内容

奈良大学文学部国文学科、地理学科及び社会学部心理学科、総合社会学科は、令和８年度

入学生より入学定員及び収容定員について下記のとおり変更する。これに伴い、大学全体の

入学定員及び収容定員についても下記のとおり変更する。 

学部 学科 

現行 変更後 差 

入学 

定員 

3年次 

編入 

収容 

定員 

入学 

定員 

3年次 

編入 

収容 

定員 

入学 

定員 

3年次 

編入 

収容 

定員 

文 学 部 国 文 学 科 90 - 360 75 - 300 △15 - △60

文 学 部 史 学 科 135 - 540 135 - 540 - - - 

文 学 部 地 理 学 科 95 - 380 75 - 300 △20 - △80

文 学 部 文化財学科 100 - 400 100 - 400 - - - 

文学部（通信教育部） 文化財歴史学科 300 200 1,600 300 200 1,600 - - - 

社 会 学 部 心 理 学 科 90 - 360 80 - 320 △10 - △40

社 会 学 部 総合社会学科 90 - 360 75 - 300 △15 - △60

合計 900 200 4,000 840 200 3,760 △60 - △240

イ 学則変更（収容定員変更）の必要性

奈良大学では、各学部・学科の授業で、奈良の歴史的風土を生かして、本物を題材にし

た研究や、学外に飛び出して行われる実習などのフィールドアクティビティを積極的に行

い、実践的な学びを推進することで広く社会に貢献できる人材を育成している。 

奈良大学は開学後、現在に至るまで少人数教育による行き届いた教育や、近隣地域との

共同調査等から得られる実践的な学びにより、継続して高い評価を得てきた。 

しかし 18 歳人口減少に伴う全国的な志願者数の減少、さらに社会動向を受けた人文科

学系統の志願者数の減少が生じており、本学の入学定員充足率に影響が生じている。この

ため、18 歳人口の動向、本学の入学者状況等を踏まえて適切な財務運営を確立する必要

があり、定員変更のための学則変更を行うこととした。定員の設定にあたっては、本学志

願者の動向や高等教育の修学支援新制度改正等を含む社会動向に基づき検討を行い、適切

な収容定員としている。 

ウ 学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程等の変更内容

この度の学則変更（収容定員変更）に伴う直接的な教育課程、教育方法及び履修指導方

法、教員組織の変更はない。今後もさらに学生への指導や支援等の対応をきめ細やかに行

う。 

－設置等の趣旨（本文）－1－



エ 大学全体の施設・設備の変更内容について

施設・設備の内容について変更はなく、教育研究を行うのに十分な施設・設備等を備え

ている。今後もさらに充実した修学環境の整備に努める。 

－設置等の趣旨（本文）－2－



－学生確保（本文）－1－ 

 

学生の確保の見通し等を記載した書類 
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（１） 収容定員を変更する組織の概要  

 ① 収容定員を変更する組織の概要  

奈良大学は、令和８年度入学生より入学定員について、国文学科を 90名から 75名、地理

学科を 95 名から 75 名、心理学科を 90 名から 80 名、総合社会学科を 90 名から 75 名に変

更する。これに伴い、入学定員及び収容定員を下記のとおり変更する。 

 

学部 

 

 

学科 

 

現行 変更後 差 

入学 

定員 

3年次 

編入 

収容 

定員 

入学 

定員 

3年次 

編入 

収容 

定員 

入学 

定員 

3年次 

編入 

収容 

定員 

文 学 部 国 文 学 科 90 - 360 75 - 300 △15 - △60 

文 学 部 史 学 科 135 - 540 135 - 540 - - - 

文 学 部 地 理 学 科 95 - 380 75 - 300 △20 - △80 

文 学 部 文化財学科 100 - 400 100 - 400 - - - 

文学部（通信教育部） 文化財歴史学科 300 200 1,600 300 200 1,600 - - - 

社 会 学 部 心 理 学 科 90 - 360 80 - 320 △10 - △40 

社 会 学 部 総合社会学科 90 - 360 75 - 300 △15 - △60 

合計 900 200 4,000 840 200 3,760 △60 - △240 

 

② 収容定員を変更する組織の特色 

＜国文学科＞ 

古典文学・近現代文学・表象文化・日本語・出版文化・伝承文化の 6領域を複合的に学ぶ

ことで、人生の礎となる自らの言葉の世界を確立するための知性と人間性を育み、日本の言

葉と文学・文化のプロフェッショナルを育成する。 

＜地理学科＞ 

風景、風土、気候、歴史や文化、人々の暮らし、産業など、さまざまな現象や条件から人

と自然の特性を探り出し、時空間の地域の姿を描く。また自然災害への対応や、コンピュー

タを用いて地図情報と地域情報を統合的に扱う地理情報システム（GIS）など、高度情報化

社会において注目される領域も地理学であり、未来を考えていくうえで欠くことのできな

い学問分野である。 

＜心理学科＞ 

社会心理学と臨床心理学を柱とし、人の心や人間関係のメカニズムと機能、現代社会の心

の問題や人間関係上の諸問題に対処する知識と技術を習得するため、「心理学実験」・「心理

演習（カウンセリング）」などの実践的な授業を展開する。 

＜総合社会学科＞ 

複雑化する現代社会を理解するため、地方自治体の協力を得て、アンケート調査や履修者

が学外で独自にインタビューを行う「社会調査実習」を実施している。実践的な学びと、さ

まざまな社会的活動を経験することにより社会で役立つ総合力を身に付ける。 
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（２） 人材需要の社会的な動向等 

① 収容定員を変更する組織で養成する人材の全国的，地域的，社会的動向の分析 

＜国文学科＞ 

国文学科は、古典文学・近現代文学・表象文化・日本語・出版文化・伝承文化の６領域を

多角的に学び、日本の言葉と文化に対する深い理解を養うことを目的としている。この包括

的な学びを通じて、卒業生は日本の言語や文化に関する高い専門性を持つプロフェッショ

ナルへと成長する。そのため、卒業後に教員・公務員を目指す学生が多く、実際に約 17％

の卒業生が教員・公務員として活躍している。特に令和３年に文部科学省によって実施され

た「教師不足」に関する実態調査では、令和３年度始業時点で不足している教員が中学校で

868 人、高等学校では 217人と、日本全体で教員不足が深刻な問題となっている。その中で

も国語科教員の不足は顕著であり、この状況において、本学の国文学科を卒業した人材は全

国的に高い需要があり、教育現場での重要な役割を果たすことが期待されている。したがっ

て、本学国文学科の卒業生は、今後ますます社会での貢献機会が広がることは間違いない。 

＜地理学科＞ 

地理学科は、地形・気候・都市・農村・観光・歴史・経済・社会・文化・交通・情報など、

文系・理系のジャンルを超えた総合的な探究ができる学科である。実地調査やフィールドワ

ークなどの実践的な経験を通じて、デジタル地図や空間情報に関する知識を深めることが

できるため、空間情報コンサルタントや測量会社など、関連する業界での就職が多いのが特

徴である。また、測量士補の資格を取得することができ、実務経験を積むことで測量士とし

てステップアップする道も開かれている。厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」に

よると、測量士の全国有効求人倍率は 4.1%と高く、社会的需要が高い職種と言える。さら

に、本学が積極的に取り組んでいる地理情報システム（GIS）の研究は、防災計画や都市計

画、環境保全など、現代社会における重要な課題に対応するための技術であり、特に災害対

策が重要な役割を果たす日本においては、今後ますます必要とされる分野である。 

＜心理学科＞ 

心理学科は、メンタルヘルスの問題に取り組む「臨床心理学コース」と、社会との関係か

ら心の働きを探る「社会心理学コース」から構成されており、「個」と「社会」の両面から

人の心に深くアプローチすることができる学科である。卒業時に認定心理士の資格を取得

することができ、大学院に進学することで、公認心理師や臨床心理士の資格を目指すことも

可能である。近年、過度な労働や人間関係によるストレスが原因で、心理的な悩みを抱える

労働者が増加している。加えて、生活困窮者やマイノリティ支援のニーズも高まりつつあり、

心理職の社会的役割はますます重要となっている。心理カウンセラーとしての業務は AI技

術には代替できない分野としても注目されており、今後さらに人材需要が拡大することが

予想される。 

＜総合社会学科＞ 
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総合社会学科は、現代社会の複雑さを理解するために必要な社会学、政治学、経済学、経

営学、情報学、文化人類学を学び、社会に対する深い洞察力の涵養と問題解決力の習得を目

的とした学科である。本学科で所定の単位を修得すれば、社会調査協会認定の「社会調査士」

資格が取得可能である。本学科で開講している企業、行政、NPO等と連携した「社会体験実

習」を通じて、実際の社会の現場での経験が得られるため、社会調査の知識を活かして流通

やマーケティング分野で活躍する卒業生が多い。特に近年、マーケティングの領域は急速に

拡大しており、専門知識を持つ人材に対する社会的なニーズが一層強くなることが推察さ

れる。 

 

②中長期的な１８歳人口等入学対象人口の全国的，地域的動向の分析 

リクルート進学総研による「マーケットリポート 2024」によると、18歳人口は 2026 年ま

では増加するものの、その後は緩やかな減少に転じる。2036 年には全国の 18歳人口が 100

万人を下回り、さらに 2040年代には大学入学者数が現在の約半分、50万人前後にまで減少

すると見込まれている。 

本学が所在する近畿圏においても、18 歳人口は減少傾向にある。現在約 18 万人の 18 歳

人口は、2035年には約 16万人にまで減少すると推計されており、これは全国的な減少傾向

に比べて近畿圏の減少率が顕著であることを示している。2024年には 175,609人の 18歳人

口が、2036 年には 153,019人に減少する見込みであり、約 22,600人もの減少が予想されて

いる。 

奈良県においては、2036年には 18歳人口が現在よりも 19.4%減少するとされており、こ

の地域における学生確保は今後一層難しくなると考えられるため、近畿圏全体及び奈良県

内のみに焦点を当てた学生確保は、今後難航を極めることが想定される。 

さらに、奈良県の大学入学者地元残留率は 15.2％であり、これは鳥取県（15.1％）に次

いで、全国ワースト２位である。奈良県内在住の大学進学希望者のうち 84.8％が県外の大

学へ進学していることから、奈良県は 18歳人口減少率が高く、地元残留率が低いと言える。 

一方で、全国の大学進学率は着実に上昇している。2015年から 10年で 9.5%増加し、大学

進学率は 58.4%に達した。さらに、2021 年から 2024 年の３年間で進学率が 5.5%も増加し、

大学への進学を選択する学生はますます増加している。今後の社会情勢を鑑みても、大学進

学率は引き続き堅調に増加することが予想される。 

 

③収容定員を変更する組織の主な学生募集地域 

別紙１のとおり、令和６年度学校基本調査によると奈良県の大学に入学した新入生の出

身高校の所在地県別の入学者数及び構成比は、大阪府 1,272 人（構成比 29.4％）、奈良県

1,164 人（構成比 26.9％）、京都府 329 人（構成比 7.6％）となっている。このことから、

奈良県内の大学においては、大阪府出身者が最も多く、次いで奈良県、京都府の順に入学者

が多いことが分かる。 
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また、前述したように奈良県の高校生の約 85％が県外の大学へ進学しており、全国的に

みても地元進学率が極めて低い傾向にある。その背景として、大阪・京都・兵庫といった大

都市圏への進学志向が強いことが挙げられる。このような環境下において、県内高校生に依

存することは、安定した定員確保の観点からは大きな課題である。但し、本学においては、

令和６年度入学者のうち、県内出身者は 21.6%と、県内高校生の割合が少なく、当該事象に

対する影響は限定的であることが分かる。 

一方、本学は、以前より全国的な学生募集の実績を有しており、令和６年度入学者のうち

53.3％が近畿圏外者である。北は北海道・東北地方から、南は九州地方・沖縄までと幅広い

地域が含まれており、本学規模の大学としては特筆すべき特徴を有している。 

こうした学生構成を形づくっているのは、本学が全国の広範囲におよぶ学生募集活動を

積極的に行ってきた成果である。その一環として、関東、北陸、中部、中国、四国、九州で

開催される合同入学説明会への継続的な参加と、そうした地域で本学に進学実績のある高

校への訪問という地道な募集活動を長年に渡り行っている。高校訪問については、令和６年

度実績として、東北 18 校、関東 11校、北陸 58校、中部 239校、中国 187校、四国 108校、

九州 57校と近畿圏外で延べ 678校の高校を訪問している。 

また、全国の主要都市で入試を実施している。令和７年度一般選抜前期日程では、本学会

場以外に、東京、金沢、静岡、名古屋、大阪、岡山、広島、高松、福岡に試験会場を設けた。

これは、県内４年制私立大学の多くが近畿圏を中心に１～５会場程度で入試を実施してい

る状況と比較しても、広範囲にわたる試験会場を設けていることを示している。このように、

本学では地理的な制約を受けずに多様な地域の学生が受験しやすい環境を提供している。 
さらに、本学では、『奈良大学教育のつどい』を入学後のフォローアップの一環として位

置づけ、東京や福岡など、本学会場以外でも開催している。このような取り組みを通じ、本

学の魅力や教育内容を広く発信するとともに、地方に居住する父母等と教職員が直接対話

できる機会を提供している。これは、学生や父母等が抱える個々の不安を解消し、大学生活

への理解と安心感を深めることを目的として継続的に実施している。 
これらの実績を活かし、今後も近畿圏外の進学希望者に対して積極的な募集活動を展開

するとともに、全国各地からの受入れをより一層強化して、安定した学生確保を図る方針で

ある。 

 

④既設組織の定員充足の状況 

各学科における直近３年間（令和４～６年度）の定員充足状況を下表に示した。 

文学部国文学科の直近３年間の定員充足の状況は、令和４年度の充足率 99.2%をピークと

して、令和５年度 84.2%、令和６年度 66.1%と減少していることから、今回の収容定員減の

届出となった。 

文学部史学科の直近３年間の定員充足の状況は、これまで継続して、収容定員を充足して

いたが、令和６年度の充足率が 92.0%となった。しかしながら、後述する文化財学科と共に
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全国各地から学生を確保している学科であり、今後の学生募集活動の取り組みにより収容

定員の確保が可能な学科と位置付けている。 
文学部地理学科の直近３年間の定員充足の状況は、令和４年度の充足率 89.7%をピークと

して、令和５年度 73.9%、令和６年度 55.8%と減少していることから、今回の収容定員減の

届出となった。 

文学部文化財学科の直近３年間の定員充足の状況は、収容定員を充足している。今後は、

収容定員充足率が過大とならないよう留意しつつ、学生募集活動を行う。 
通信教育部文学部文化財歴史学科の定員充足の状況は、１年次入学に加えて３年次編入

者が多く令和６年度の充足率は 97.1%である。 

社会学部心理学科の直近３年間の定員充足の状況は、令和４年度の充足率 97.8%をピーク

として、令和５年度 95.6%、令和６年度 77.2%と減少していることから、今回の収容定員減

の届出となった。 

社会学部総合社会学科の直近３年間の定員充足の状況は、令和４年度の充足率 95.0%をピ

ークとして、令和５年度 81.1%、令和６年度 62.2%と減少していることから、今回の収容定

員減の届出となった。 
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学部学科 区分 令和４年 令和５年 令和６年 

文学部 

国文学科 

入学者数（人） 70 54 38 

入学定員充足率 77.8% 60.0% 42.2% 

在籍者数（人） 357 303 238 

収容定員充足率 99.2% 84.2% 66.1% 

文学部 

史学科 

入学者数（人） 117 125 113 

入学定員充足率 86.7% 92.6% 83.7% 

在籍者数（人） 583 545 497 

収容定員充足率 108.0% 100.9% 92.0% 

文学部 

地理学科 

入学者数（人） 54 48 39 

入学定員充足率 56.8% 50.5% 41.1% 

在籍者数（人） 341 281 212 

収容定員充足率 89.7% 73.9% 55.8% 

文学部 

文化財学科 

入学者数（人） 114 121 125 

入学定員充足率 114.0% 121.0% 125.0% 

在籍者数（人） 485 478 474 

収容定員充足率 121.3% 119.5% 118.5% 

通信教育部 

文学部 

文化財歴史学

科（1年次入学） 

入学者数（人） 74 78 69 

入学定員充足率 24.7% 26.0% 23.0% 

在籍者数（人） 427 440 457 

収容定員充足率 35.6% 36.7% 38.1% 

通信教育部 

文学部 

文化財歴史学

科（3年次編入） 

入学者数（人） 235 242 295 

入学定員充足率 117.5% 121.0% 147.5% 

在籍者数（人） 952 991 1097 

収容定員充足率 238.0% 247.8% 274.3% 

社会学部 

心理学科 

入学者数（人） 71 68 51 

入学定員充足率 78.9% 75.6% 56.7% 

在籍者数（人） 352 344 278 

収容定員充足率 97.8% 95.6% 77.2% 

社会学部 

総合社会学科 

入学者数（人） 63 50 37 

入学定員充足率 70.0% 55.6% 41.1% 

在籍者数（人） 342 292 224 

収容定員充足率 95.0% 81.1% 62.2% 

※基準日：通学部は各年度４月２日。通信教育部は各年度の４月入学者と 10 月入学者を合計した数を基に作成。 
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（３）学生確保の見通し 

① 学生確保に向けた具体的な取組と見込まれる効果 

ア 既設組織における取組とその目標 

現在の奈良大学における学生募集のＰＲ活動の過去の実績は別紙３のとおりである。 

｢大学案内｣｢入試ガイド｣｢学生募集要項｣をはじめ、各学科の紹介パンフレットやチラシ

の作成と配布、高校で行われる進学ガイダンスや全国各地の主要都市で開催される合同入

学説明会への参加、近畿圏を中心に受験・入学実績のある高校への入学アドバイザーの高校

訪問、オープンキャンパスの企画と実施を行っている。 

本学では、別紙３のとおり、オープンキャンパス参加者の約３～４割が受験し、約３割

（260～280 人）が入学しているので、オープンキャンパスへの参加者増を念頭に置いて取

り組んでいる。大学ＨＰ等でのＰＲにより資料請求者を確保し、更に高校内ガイダンスや合

同入学説明会の参加者への告知を重ね、オープンキャンパスへの誘導を行っている。こうし

た取り組みにより別紙３のとおり、オープンキャンパスへの参加者はコロナ禍後、着実に増

加している。オープンキャンパス参加者は、奈良県、大阪府を中心とした近畿圏内はもちろ

んのこと、北は北海道、南は沖縄県まで、全国各地から参加している。 

こうした取り組みを通じて、オープンキャンパス参加者の受験率を５～６割に、入学率を

４～５割まで引き上げることを目標としている。 

 

イ 収容定員を変更する組織における取組とその目標 

文学部国文学科と地理学科、社会学部心理学科と総合社会学科の入学定員・収容定員を削

減した後も、上記のアで示した取り組みを継続して行う。 

加えて、学生募集のメインイベントと位置付けているオープンキャンパスへ教員、学生の

動員人数を増やし、当該学科で学ぶ学生と参加高校生との接触時間を増やすイベントを開

催する。近畿圏外から入学する学生も多いことから、学生も近畿圏外の学生を主に動員し、

丁寧なコミュニケーションを通じ、入学前から人間関係の構築に努めるなどの取り組みに

より収容定員の充足を図る。 

また、本学では、附属高校（令和６年５月１日現在の在籍者数 993名、収容定員充足率 118％）との高

大接続の強化を推進している。具体的な取り組みとして、大学見学会の実施、教員による模

擬授業開講、保護者会への参加、進路説明会への参加などを積極的に行っている。こうした

取り組みを通して、収容定員の充足を図る。 

 

ウ 当該取組の実績の分析結果に基づく，収容定員を変更する組織での入学者の見込み数 

本学では、文部科学省による大規模大学の入学定員厳格化の影響により、令和２年度入試

においては入学者数が 730名に達したが、これをピークに以降は減少傾向に転じ、令和３年

度には 587名と定員 600名を下回り、令和４年度は 489名、令和５年度は 466名、令和６年
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度には 403 名となった。令和７年度入試では 429 名に回復したものの、18 歳人口の減少傾

向を踏まえると、今後も厳しい状況が続くと見込まれる。 

現在の入学定員は 600 名、収容定員は 2,400 名である。令和６年度の在籍者数は収容定

員の８割を超えているが、令和７年度には一時的に８割を下回る見込みである。そのため、

本学では令和８年度入試より入学定員を 600 名から 540 名に削減し、中長期的な収容定員

の維持を目指すものである。 

今後の定員充足に向けては、入学者数の段階的な回復を図ることとし、具体的には、以下

のような募集活動及び広報戦略を強化する。 

まず、近畿圏においては駅看板や電車広告を活用してオープンキャンパスへの誘導を図

り、志願者の獲得を目指す。全国的な広報としては、入試媒体業者による WEB広告、Instagram

等の SNS を活用し、地域連携活動や学外研修を通じた学生の実践的な取り組みを可視化す

ることにより、本学の認知度向上を図る。さらに、過去の進学実績に基づいて高校ごとに志

願者数の目標を設定し、それに基づいた戦略的な高校訪問を展開する。また、高校内での進

学ガイダンスや各地の進学相談会への参加も積極的に行う。特に年内入試の志願者確保の

鍵となるオープンキャンパスについては、学科教員との対話に加え、高校生と在学生の交流

イベントを実施するほか、図書館や博物館といった本学の特色ある施設を活用したキャン

パスツアーを学生スタッフ主導で実施することで、本学の魅力を直接体感してもらう機会

とする。また、附属高校からの進学率向上も重点施策とする。現在、附属高校の卒業生は年

間 300名を超えるが、令和７年度入試の附属高校３年生の本学への入学者は 26名にとどま

った。今後は附属高校生のオープンキャンパス参加促進や高大接続事業の強化を通じて、附

属高校生の本学への進学率を約 30%（約 90名）まで引き上げることを目指す。 

文学部国文学科（変更後の入学定員 75 名）は、直近の令和７年度入学者が 46 名となっ

た。これは令和６年度入学者 38 名から８名増となった。今後の入学者の見込み数としては、

直近の令和７年度入学者 46名を基礎人数として、オープンキャンパスを中心とした取り組

みにより増加する入学者数を 10～20名、附属高校との高大接続の取り組みにより増加する

入学者数を５～10名と想定している。 

文学部地理学科（変更後の入学定員 75 名）は、直近の令和７年度入学者が 47 名となっ

た。これは令和６年度入学者 39 名から８名増となった。今後の入学者の見込み数としては、

直近の令和７年度入学者 47名を基礎人数として、オープンキャンパスを中心とした取り組

みにより増加する入学者数を 10～20名、附属高校との高大接続の取り組みにより増加する

入学者数を５～10名と想定している。 

社会学部心理学科（変更後の入学定員 80名）は、直近の令和７年度入学者が 55名となっ

た。これは令和６年度入学者 51 名から４名増となった。今後の入学者の見込み数としては、

直近の令和７年度入学者 55名を基礎人数として、オープンキャンパスを中心とした取り組

みにより増加する入学者数を５～10 名、附属高校との高大接続の取り組みにより増加する

入学者数を 10～20名と想定している。 
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社会学部総合社会学科（変更後の入学定員 75名）は、直近の令和７年度入学者が 39名と

なった。これは令和６年度入学者 37名から２名増となった。今後の入学者の見込み数とし

ては、直近の令和７年度入学者 39名を基礎人数として、オープンキャンパスを中心とした

取り組みにより増加する入学者数を５～10 名、附属高校との高大接続の取り組みにより増

加する入学者数を 20～30名と想定している。 

 

② 競合校の状況分析（立地条件，養成人材，教育内容と方法の類似性と定員充足状況） 

ア 競合校の選定理由と収容定員を変更する組織との比較分析，優位性 

競合校として、文学部国文学科については帝塚山大学文学部日本文化学科を、文学部地理

学科については大手前大学国際日本学部考古学・地理学専攻を、社会学部心理学科について

は帝塚山大学心理学部心理学科を、社会学部総合社会学科については四天王寺大学社会学

部社会学科を選定した。 

選定理由は、学問分野、定員規模、学力層などを総合的に勘案し、類似性が認められるこ

とである。 

【文学部国文学科の競合校】帝塚山大学文学部日本文化学科（入学定員 110名） 

帝塚山大学文学部日本文化学科は、「日本文学」「日本語教育」「歴史・文化財」の各コースから

なり、学問分野は本学国文学科と類似する。国文学科においては専門選択科目Ｄ群として日本

史・外国史・考古学・美術史等の科目が履修可能で、帝塚山大学日本文化学科「日本文学」コー

スの選択を希望する受験生に競合校として意識されていると考える。 

比較すると、本学国文学科は古典文学（例えば上代文学における『万葉集』『古事記』等）を学

びのフィールドに設定して専任教員を配置し、「奈良で古典文学を学ぶ」という魅力を前面に押し

出しており、この点は特に県外からの受験生にとって魅力的な特徴になっていると判断する。 

本学では自発的な探求を重視し、カリキュラム上で複数分野の講読・演習を履修させる（３年次

で通年 16 単位分）こととし、卒業論文のテーマを広い選択肢から選べるよう設定している。 

また、国文学科卒業生で組織された「国語教育研究会」により、在学生が現役国語科教員の先

輩から直接指導を受ける機会を設けており、国語教員免許取得者の教員採用試験の合格実績は

高いと判断している。 

【文学部地理学科の競合校】大手前大学国際日本学部（入学定員 160名） 

大手前大学国際日本学部考古学・地理学専攻は国際日本学部の一専攻であるが、本学の地

理学科との類似性がある。大手前大学の場合、国際日本学部に日本史・東洋史・西洋史をはじめ

多くの専攻があり、学部単位で見た学修のバリエーションは本学よりはるかに広いと考えられる。 

考古学・地理学専攻と本学地理学科を比較すると、考古学・地理学専攻では歴史分野・考古学

分野も学修できるようになっているのに対し、地理学科における歴史分野は歴史地理学に軸足を

置いたものとなっている。しかし本学では、自然地理・人文地理の両方を網羅し理系分野の教員が

複数在籍するなど、地理学全般について十二分な教育を行う体制を整備している。 

また、実地での巡検や GIS 実技のように基礎から最新技術にまで至る指導を行っており、学生
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が地理学の専門的探究活動に自主的に臨む体制を整えている。教員自身が実践的研究活動に

取り組んでいることもあって、探究活動の優先を考える学生にとって学び応えのある環境と考える。 

更に、測量士補資格の取得が可能で、測量や建設コンサルタント業界で高い就職実績を誇るこ

とも強みとなっている。 

【社会学部心理学科の競合校】帝塚山大学心理学部心理学科（入学定員 100名） 

帝塚山大学心理学部心理学科は、本学の社会学部心理学科と比較して、心理学部内の単一

の学科として編成されているため本学よりも所属教員数が多く専門分野も多岐にわたっている。本

学の心理学科は社会学部にある心理学科として、文学部由来の哲学的思想による心理学とは異

なり、社会学的な調査・探求的手法に基づいていることが一つの特徴となっている。 

臨床心理については、両大学ともに公認心理士の課程を有していることから学修範囲がほぼ同

じと判断されるが、本学心理学科は、社会学としての心理学の要素、例えばアンケート調査による

社会現象の探求など、社会心理分野の指導に積極的である点も特徴として挙げられる。本学では

社会心理学を専攻している学生も多く、社会学の中の心理学を実践しているとして受験生にアピ

ールできると考える。 

また、就職先として心理専門職以外にも、心理学科での学びと販売士・FP 技能検定などの資格

を融合させることによって、幅広い業界での活躍に向けたサポートを行い、多くの学生が自分に合

った進路選択が行えるよう取り組んでいる。 

【社会学部総合社会学科の競合校】四天王寺大学社会学部社会学科（入学定員 160名） 

四天王寺大学社会学部社会学科は、４つのコースからなり、「人間社会」「地域・メディア」「心理」

「歴史」と、テーマを限定して受験生から分かりやすい表現となっている。対して本学の総合社会学

科は、「地域」「経済」「情報」の３コースで、敢えて限定せずに広い学びができるようコース設定をし

ている。企業・行政・NPO 等とのコラボレーションを体験する実習や社会学の複数分野に触れるこ

とにより、「総合」的な社会学の学びを重視している。 

販売士資格（リテールマーケティング）取得の単位を設定するなど、経済学の分野も有することを

アピールしており、実学的観点での訴求力が高いと考える。 

また、課題発見と解決能力を育むカリキュラムを通じ、ビジネスの最先端に触れながら実践力を

養う環境を整備し、多くの学生は企業就職のほか、警察官など公共性の高い職種で活躍している。 

 

イ 競合校の入学志願動向等 

【文学部国文学科の競合校】帝塚山大学文学部日本文化学科（入学定員 110名） 

過去３年間の動向を見ると、志願者数、受験者数は約５割の減少、入学者数は約２割の

減少となっている。特に一般選抜では、志願者数、受験者数がこの３年間で約３分の１程

度となっている。ただ、総合型選抜については、年々増加しており、令和６年度の志願者

数と受験者数は令和４年度比で共に 173％と上昇傾向にある。また、学校推薦型選抜でも、

令和５年度に前年度から志願者数、受験者数ともに約５割減となったが、令和６年度に志

願者数が前年度比 127％、受験者数が前年度比 132％と上昇に転じている。 



－学生確保（本文）－12－ 

 

【文学部地理学科の競合校】大手前大学国際日本学部（入学定員 160名） 

過去３年間の動向を見ると、令和５年度から入学定員をそれまでの 190 名から 160 名

に変更したことで、入学定員の充足率は８割以上を維持している。入試方式で極端に減少

傾向にある入試は見られない。学校推薦型選抜では、年々増加しており、令和６年度の志

願者数と受験者数は令和４年度比で双方とも約 110％と上昇傾向にある。 

【社会学部心理学科の競合校】帝塚山大学心理学部心理学科（入学定員 100名） 

令和５年度に前年度から志願者数で前年度比 60％、受験者数で 57％となったが、令和

６年度に志願者数が前年度比 143％、受験者数が前年度比 157％と上昇に転じており、過

去３年間全てで入学定員以上の入学者があった。 

【社会学部総合社会学科の競合校】四天王寺大学社会学部社会学科（入学定員 160名） 

令和５年度に入学定員に５名不足した入学者であったが、令和６年度には入学定員を

上回る入学者を確保できている。これは令和６年度に行った名称変更による効果と判断

できる。特に一般選抜と学校推薦型選抜で上昇傾向が見られる。 

 

ウ 収容定員を変更する組織において定員を充足できる根拠等（競合校定員未充足の場合

のみ） 

【文学部国文学科の競合校】帝塚山大学文学部日本文化学科（入学定員 110名） 

定員を現行の 90 名から 75 名へと変更する。令和６年度入試における入学者数は 38

名であったが、令和７年度入試においては 46名と回復の兆しが見られる。今後は、全

国的な広報活動を強化するとともに、入試媒体業者の WEB広告、高校生の利用頻度が高

い SNS等を活用し、日本文化の基盤を形成した奈良という立地特性を活かしながら、本

学の学びの魅力を広く発信することにより、更なる志願者数の回復を図る。また、附属

高校に対して積極的に進学啓発を行うことで、同高校（令和７年度は１名）から５～10

名程度の入学者確保を目指す。 

帝塚山大学発行の「FACT BOOK 2024」によると学部在籍者 2,806 名のうち、近畿圏出

身者が 2,576 名と、実に全体の 92％が近隣からの入学となっている。これに比して、本

学では「大学案内 2025」に記載のとおり、学部在籍者 2,149名のうち、近畿圏出身者が

1,252名（58％）、近畿圏外出身者が 897名（42％）である。幅広い地域の高校生から

評価されていることを示している。この点が当該競合校にはない、本学の特筆すべき特

徴であり、優位性と判断している。 

【文学部地理学科の競合校】大手前大学国際日本学部（入学定員 160名） 

定員を現行の 95 名から 75 名へと変更する。令和６年度入試の入学者数は 39名であ

ったが、令和７年度入試では 47 名と回復傾向にある。西日本で唯一の地理学科である

という特性を活かし、全国的な広報活動に加え、地域社会との連携や学外研修等、学生

の実践的な活動を積極的に情報発信することで、地理学科の独自性と有用性を訴求し、
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志願者の拡大を目指す。また、附属高校に対して積極的に進学啓発を行うことで、同高

校（令和７年度は２名）から、５～10名程度の入学者確保を目指す。 

大手前大学のＨＰ掲載の「2024 年度入試結果」によると全志願者 2,318 名のうち、近

畿圏内居住の志願者が 1,833名と実に全体の 80％が近隣からの志願となっている。 

これに比して、本学の令和６年度入試の全志願者 1,250名のうち、近畿圏内居住の志

願者が 717名（57％）、近畿圏外居住の志願者が 533名（43％）である。これは、幅広

い地域の高校生から評価されていることを示している。この点が当該競合校にはない、

本学の特筆すべき特徴であり、優位性と判断している。 

【社会学部心理学科の競合校】帝塚山大学心理学部心理学科（入学定員 100名） 

競合校は定員を充足している。 

【社会学部総合社会学科の競合校】四天王寺大学社会学部社会学科（入学定員 160名） 

競合校は定員を充足している。 

 

エ 学生納付金等の金額設定の理由 

本学の初年度納付金は、入学金 100,000円、授業料 820,000円、施設設備費 200,000円、

実験実習費 30,000 円（地理学科・心理学科・総合社会学科）、計 1,120,000 円（国文学

科）、計 1,150,000円（地理学科・心理学科・総合社会学科）と、上記競合校（計 1,220,000

円～1,397,000円）と比較して低く設定している。 

 

③ 先行事例分析 

既設組織を廃止して新設組織を設置する場合ではないため、該当なし。 

 

④ 学生確保に関するアンケート調査  

収容定員に係る学則変更の届出であるため、アンケートは実施していない。 

 

⑤ 人材需要に関するアンケート調査等 

収容定員に係る学則変更の届出であるため、アンケートは実施していない。 

 

（４）収容定員を変更する組織の定員設定の理由 

本学は、長期的に続く 18歳人口の減少及び志願者動向の変化を的確に把握し、中長

期的に持続可能な教育環境を確保するため、令和８年度以降、入学定員を 600名から

540 名へと一割削減する方針を決定した。これは、教育の質を維持しつつ、収容定員の

適正な管理を行うための戦略的判断である。 

定員設定にあたっては、令和６年度及び令和７年度入試における入学者数の推移を、

理事長・学長を中心とした教学・経営両面から精査し、今後の社会的要請や志願者ニー

ズとの整合性を踏まえた学科別の最適化を行った。具体的には、国文学科を 90名から
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75名、地理学科を 95 名から 75 名、心理学科を 90名から 80名、総合社会学科を 90名

から 75名へと再設定する。 

本学が位置する奈良は、日本文化の原点とも言える歴史的・文化的資源に恵まれた地

域であり、この特性を教育・研究活動に反映させた魅力ある学びを提供している。学長

としても、本学の建学の精神である｢努力すること｣の大切さと｢正しき強き人｣の育成を

基本として｢一人ひとりを大切にする｣教育を実現するためには、学生一人ひとりに対す

るきめ細やかな教育支援が不可欠であり、そのためには無理のない定員設定が重要であ

ると認識している。 

また、附属高校との高大接続を一層強化することにより、各学科における安定的な入

学者確保が可能であると見込まれるほか、SNSや WEB広告を用いた全国的な広報活動、

学外研修・地域連携などの実践的学びの発信により、志願者数の更なる回復が期待され

る。 

これらの方針は、単なる定員削減ではなく、将来的な志願者回復と学修環境の質的向

上を両立させるための施策である。学長として、本学が地域と社会に貢献し続ける大学

であり続けるためにも、今回の定員見直しは必要かつ妥当な措置であると確信してい

る。 
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